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○日光市太陽光発電設備設置事業と地域環境との調和に関する条例 

平成２９年１２月１８日 

条例第２９号 

改正 令和４年２月１６日条例第１号 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 保全地区（第６条―第８条） 

第３章 設置事業の実施に関する手続 

第１節 保全地区外における設置事業の届出等（第９条―第１２条） 

第２節 保全地区内における設置事業の許可等（第１３条―第２３条） 

第４章 太陽光発電設備の維持管理（第２４条―第２７条） 

第５章 監督（第２８条―第３４条） 

第６章 日光市太陽光発電設備設置審議会（第３５条） 

第７章 雑則（第３６条・第３７条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、市内に太陽光発電設備を設置する事業（以下「設置事業」と

いう。）が地域環境に及ぼす影響に鑑み、設置事業に関して必要な事項を定める

ことにより、設置事業と地域環境との調和を図り、もって良好かつ安全な市民生

活及び持続的に享受し継承される自然の保持を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置

法（平成２３年法律第１０８号。以下「法」という。）第２条第２項に規定す

る再生可能エネルギー発電設備（送電に係る電柱等を除く。）であって、太陽

光をエネルギー源とするものをいう。 

(２) 設置事業者 設置事業を計画し、これを実施する者をいう。 

(３) 設置工事 太陽光発電設備を設置する工事（木竹の伐採、切土、盛土、埋

土等の造成工事を含む。）をいう。 
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(４) 事業区域 設置事業を行う土地（太陽光発電設備に附属する管理施設、変

電設備、緩衝帯等に係る土地を含む。）であって、柵等の工作物の設置その他

の方法により当該土地以外の土地と区別された区域をいう。 

(５) 事業計画 設置事業者が事業区域ごとに定める設置事業に関する計画をい

う。 

(６) 土地所有者等 事業区域に係る土地の所有者、占有者及び管理者をいう。 

(７) 工事施工者 設置工事に関する工事を請け負った者又は請負契約によらな

いで自らその工事を行う者をいう。 

(８) 近隣住民 事業区域の境界から５０メートル以内の区域に土地又は建物を

所有する者及び設置事業によりその所有する土地又は建物について、これらの

者と同程度の生活環境上の影響を受けると認められる者をいう。 

(９) 該当自治会 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１

項に規定する地縁による団体その他これに類する団体であって、事業区域の境

界から５０メートル以内の区域を含む自治会をいう。 

（令４条例１・一部改正） 

（市の責務） 

第３条 市は、第１条の目的を達成するために、この条例の適正かつ円滑な運用に

必要な措置を講じるものとする。 

（土地所有者等の責務） 

第４条 土地所有者等は、設置事業により、自然環境を損ない、又は災害若しくは

生活環境への被害等が発生することのないよう事業区域に係る土地を適正に管理

しなければならない。 

２ 土地所有者等は、設置事業が廃止され、又は設置事業により設置された太陽光

発電設備を用いて実施する発電事業（以下「発電事業」という。）が終了したと

きは、速やかに原状回復の措置を講じなければならない。 

（設置事業者の責務） 

第５条 設置事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、自然環境を損ない、又は

災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう十分配慮し、並びに

近隣住民及び該当自治会との良好な関係を保たなければならない。 

２ 設置事業者は、設置事業を廃止し、又は発電事業が終了したときは、速やかに

原状回復の措置を講じなければならない。 
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第２章 保全地区 

（保全地区） 

第６条 市長は、設置事業と地域環境との調和が特に必要と認められる地区（以下

「保全地区」という。）を指定するものとする。 

（保全地区の指定） 

第７条 保全地区は、次のとおりとする。 

(１) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成

１２年法律第５７号）第７条第１項の規定により指定された土砂災害警戒区域

及び同法第９条第１項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域 

(２) 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条の規定により指定された砂防指

定地 

(３) 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１項に規定する河川区域及

び同法第５４条第１項の規定により指定された河川保全区域 

(４) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第

８８号）第２９条第１項の規定により指定された特別保護地区 

(５) 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１０９条第１項の規定によ

り指定され、若しくは同法第１１０条第１項の規定により仮指定された史跡、

名勝若しくは天然記念物若しくは同法第１０９条第２項の規定により指定され

た特別史跡若しくは特別天然記念物若しくは同法第１３２条第１項の規定によ

り登録された登録記念物、栃木県文化財保護条例（昭和３８年栃木県条例第２

０号）第３１条第１項の規定により指定された栃木県指定史跡、栃木県指定名

勝若しくは栃木県指定天然記念物又は日光市文化財保護条例（平成１８年日光

市条例第１２１号）第３６条第１項の規定により指定した日光市指定史跡、日

光市指定名勝若しくは日光市指定天然記念物 

(６) 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第５条第１項の規定により指定

された国立公園（同法第３３条第１項に規定する普通地域を除く。）及び同法

第７２条の規定により指定された都道府県立自然公園 

(７) 自然環境の保全及び緑化に関する条例（昭和４９年栃木県条例第５号）第

１２条第１項の規定により指定された栃木県自然環境保全地域 

(８) 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかの地区に該当するものとして市

長が別に定める地区 
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ア 山岳、河川、森林、湖沼等の所在する自然環境が良好な地区のうち、その

地区の周辺の自然的社会的諸条件からみて、その地区における自然環境を保

全することが特に必要と認められる地区 

イ 歴史的な特色を有する地区のうち、その地区の周辺の生活環境を含む自然

的社会的諸条件からみて、その地区における地域環境を保全することが特に

必要と認められる地区 

ウ 土砂崩れ、出水等の災害のおそれのある地区のうち、特に災害の危険性が

高く、木竹の伐採、切土、盛土、埋土等の造成行為を制限する必要があると

認められる地区 

２ 市長は、前項第８号に掲げる地区を定める場合においては、第３５条第１項に

規定する日光市太陽光発電設備設置審議会に諮問し、その意見を聴かなければな

らない。 

３ 市長は、第１項第８号に掲げる地区を定めたときは、その旨を告示するものと

する。 

（保全地区の変更及び解除） 

第８条 市長は、必要があると認めるときは、保全地区の指定を変更し、又は解除

するものとする。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による保全地区の変更及び解除に

ついて準用する。 

第３章 設置事業の実施に関する手続 

第１節 保全地区外における設置事業の届出等 

（設置事業の届出） 

第９条 保全地区以外の地区において、出力が１０キロワット以上の太陽光発電設

備の設置事業を行おうとする設置事業者は、当該設置事業に着手する日の３０日

前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物の屋根

又は屋上に設置する事業は、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出を行った設置事業者

（以下「届出事業者」という。）に対し、必要な指導又は助言をすることができ

る。 

（設置事業の周知） 
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第１０条 前条第１項の規定による届出を行おうとする設置事業者又は届出事業者

は、設置事業の着手前に、近隣住民及び該当自治会の区域に居住する者（以下「近

隣住民等」という。）に対し、当該設置事業の周知を図り、理解を得るよう努め

なければならない。 

（設置事業の変更の届出） 

第１１条 届出事業者は、第９条第１項の規定による届出の内容を変更しようとす

るときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければなら

ない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

２ 前項の規定による届出については、前条の規定を準用する。 

（届出に係る事業計画標識の掲示） 

第１２条 届出事業者は、設置事業の着手後速やかに、当該事業区域内の公衆の見

やすい場所に、規則で定める事業計画に関する標識を掲示しなければならない。 

第２節 保全地区内における設置事業の許可等 

（事前協議） 

第１３条 第１５条の許可（以下「設置許可」という。）に係る申請（以下「許可

申請」という。）をしようとする設置事業者（以下この条及び次条において「申

請予定事業者」という。）は、事業計画を定め、あらかじめ、規則で定めるとこ

ろにより、市長に協議しなければならない。 

２ 事業計画には、次の事項を記載しなければならない。 

(１) 申請予定事業者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、

名称及び代表者の氏名） 

(２) 事業区域の所在地及び面積 

(３) 工事施工者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名

称及び代表者の氏名） 

(４) 設置工事の完了時における土地の形状 

(５) 太陽光発電設備を設置する位置 

(６) 設置する太陽光発電設備の構造 

(７) 設置工事の期間及び工程 

(８) 設置する太陽光発電設備の最大出力 

(９) 自然環境の保全のための方策 

(１０) 排水施設その他土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の計画 
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(１１) 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措

置 

(１２) 前２号に掲げるもののほか、災害、事故等の発生を防止するための措置 

(１３) 設置工事の施工に必要となる法令及び他の条例の許認可の取得に関する

計画 

(１４) 設置工事の完了後における太陽光発電設備の維持管理の計画 

(１５) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

３ 市長は、第１項の規定による協議があったときは、申請予定事業者に対し、必

要な指導又は助言をすることができる。 

（令４条例１・一部改正） 

（説明会の開催） 

第１４条 申請予定事業者は、許可申請をする前に、近隣住民等に対して当該事業

計画についての説明会を開催しなければならない。ただし、説明会を開催するこ

とが困難であると市長が特に認めるときは、この限りでない。 

２ 近隣住民等は、規則で定めるところにより、前項の説明会を開催した申請予定

事業者に対し、事業計画について意見を申し出ることができる。 

３ 前項の規定による意見の申出があったときは、申請予定事業者は、規則で定め

るところにより、当該申出をした近隣住民等と協議しなければならない。 

４ 申請予定事業者は、第１項の規定により近隣住民等への説明会を開催したとき、

若しくは第２項の規定による意見の申出があったとき、又は前項の規定により協

議を行ったときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。 

（設置事業の許可） 

第１５条 設置事業者は、保全地区内で出力が１０キロワット以上の太陽光発電設

備の設置事業を行おうとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、

その許可を受けなければならない。ただし、建築基準法第２条第１号に規定する

建築物の屋根又は屋上に設置する事業は、この限りでない。 

（許可の基準等） 

第１６条 市長は、許可申請があったときは、当該許可申請に係る設置工事が次の

各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、設置許可をしてはならない。 

(１) 事業区域の周辺地域（以下「周辺地域」という。）における自然環境を害

するおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。 
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(２) 周辺地域において土砂崩れ、出水等を発生させるおそれがないものとして

規則で定める基準に適合していること。 

(３) 設置工事の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面積

等の造成計画が都市計画法（昭和４３年法律第１００号）その他関係法令（次

号及び第５号において「関係法令」という。）及び規則で定める基準に適合し

ていること。 

(４) 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び規則で定める基準に適合して

いること。 

(５) 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が関係

法令及び規則で定める基準に適合していること。 

(６) 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来す

おそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。 

(７) 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置

その他の近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていることとして

規則で定める基準に適合していること。 

(８) 設置する太陽光発電設備が法及び電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）

その他関係法令の基準に適合していること。 

(９) 市の総合計画、環境基本計画その他の計画（国又は栃木県が策定する計画

であって、本市に適用があるものを含む。）に適合していること。 

２ 市長は、許可申請をした設置事業者又は当該許可申請に係る工事施工者が次の

各号のいずれかに該当するときは、設置許可をしないことができる。 

(１) 事業計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められないとき。 

(２) その他市長が不適当と認めたとき。 

３ 市長は、設置許可をする場合においては、あらかじめ、前２項に掲げる事項に

ついて、第３５条第１項に規定する日光市太陽光発電設備設置審議会に諮問し、

その意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、自然環境の維持又は災害若しくは生活環境への被害等の発生の防止の

ため、設置許可に必要な条件を付することができる。 

（令４条例１・一部改正） 

（変更の許可） 

第１７条 設置許可を受けた者（以下「許可事業者」という。）は、設置許可の内
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容の変更（市長が定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、第２２条

第１項の規定による完了の届出の前までに、あらかじめ、規則で定めるところに

より、市長の許可（以下「変更許可」という。）を受けなければならない。 

２ 第１３条、第１４条及び前条の規定は、変更許可について準用する。 

（許可標識の掲示） 

第１８条 許可事業者は、設置許可に係る設置事業を行っている間、事業区域内の

公衆の見やすい場所に、規則で定める設置許可を受けた旨を表示した標識を掲示

しなければならない。 

２ 前項の規定は、変更許可を受けた設置事業者（以下「変更許可事業者」という。）

について準用する。 

（着手の届出） 

第１９条 許可事業者は、設置許可に係る設置工事に着手するときは、規則で定め

るところにより、あらかじめ、市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定は、変更許可事業者について準用する。 

（許可に係る事業計画標識の掲示） 

第２０条 許可事業者は、設置事業の着手後速やかに、当該事業区域内の公衆の見

やすい場所に、規則で定める事業計画に関する標識を掲示しなければならない。 

（関係書類の閲覧） 

第２１条 許可事業者は、規則で定めるところにより、設置許可に係る設置工事を

行っている間、設置工事に関し近隣住民等の求めがあった場合は、この条例の規

定により市長に提出した書類の写しを閲覧させなければならない。 

２ 前項の規定は、変更許可事業者について準用する。 

（完了の届出等） 

第２２条 許可事業者は、設置許可に係る設置工事を完了したときは、規則で定め

るところにより、完了した日から起算して１０日以内に、市長に届け出なければ

ならない。設置事業を廃止した場合も、同様とする。 

２ 市長は、前項前段の規定による届出があったときは、速やかに、設置許可の内

容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めるときは、許可

事業者に検査済証を交付するものとする。 

３ 許可事業者は、前項の規定による検査済証の交付を受けた後でなければ、事業

区域に設置した太陽光発電設備を使用してはならない。 
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４ 前３項の規定は、変更許可事業者について準用する。 

（地位の承継） 

第２３条 許可事業者又は変更許可事業者から相続、売買、合併又は分割によりそ

の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、承継した日から起算して１

０日以内に市長へ届け出なければならない。 

第４章 太陽光発電設備の維持管理 

（太陽光発電設備の維持管理義務） 

第２４条 発電事業を行う届出事業者若しくは許可事業者又は変更許可事業者（以

下この章において「発電事業者」という。）は、使用する太陽光発電設備が管理

不全な状態とならないように、自らの責任において当該太陽光発電設備を適正に

管理しなければならない。 

（異常発生時等の対応） 

第２５条 発電事業者は、使用する太陽光発電設備及び発電事業を行う土地（太陽

光発電設備に附属する管理施設、変電設備、緩衝帯等に係る土地を含む。）に被

害又は異常が生じた場合は、速やかに現地を確認し、早急に対処するとともに、

速やかに市長に報告し、及び近隣住民等に周知しなければならない。ただし、軽

微な被害又は異常の場合は、この限りでない。 

（発電事業の終了の届出） 

第２６条 発電事業者は、発電事業を終了したときは、規則で定めるところにより、

終了した日から起算して１０日以内に、市長に届け出なければならない。 

（発電事業終了後の適正処分） 

第２７条 発電事業者は、発電事業の終了後（次条の規定により許可の取消しを受

けた場合を含む。）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１

３７号）、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１

０４号）等に基づき、太陽光発電設備をその場所に放置することなく、速やかに

撤去し、自らの責任において適正な処分を行わなければならない。 

第５章 監督 

（許可の取消し） 

第２８条 市長は、許可事業者又は変更許可事業者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、その許可を取り消すことができる。 

(１) 不正な手段により、設置許可又は変更許可を受けたとき。 
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(２) 第１６条第１項に規定する要件を満たさない設置工事を行ったとき。 

(３) 第１６条第４項（第１７条第２項において準用する場合を含む。）の規定

により付された条件に違反したとき。 

(４) 第１７条第１項の規定に違反して変更許可を受けないで設置工事を行った

とき。 

(５) 第３２条第１項、第３項又は第４項の規定による命令に従わないとき。 

（報告） 

第２９条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置事業者、届出事業

者、許可事業者若しくは変更許可事業者、工事施工者又は土地所有者等に対し、

報告を求めることができる。 

（令４条例１・一部改正） 

（立入検査） 

第３０条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、設置事業

者、届出事業者、許可事業者若しくは変更許可事業者又は工事施工者の事務所若

しくは事業所又は事業区域に立ち入り、設置工事の状況若しくは施設、帳簿、書

類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、

関係人にこれを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

釈してはならない。 

（令４条例１・一部改正） 

（勧告） 

第３１条 市長は、許可事業者にあっては設置許可を受けた事業計画、変更許可事

業者にあっては変更許可を受けた事業計画に従って設置事業を実施していないと

認めるときは、当該許可事業者又は当該変更許可事業者に対し、相当の期限を定

めて、必要な措置をとることを勧告することができる。 

２ 市長は、第９条第１項の規定に違反した設置事業者、第１１条第１項の規定に

違反した届出事業者、第１５条の規定に違反した設置事業者又は第１７条第１項

の規定に違反した許可事業者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置をとるこ

とを勧告することができる。 

３ 市長は、第２２条第２項の規定による検査の結果、設置許可の内容に適合しな
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いと認めるときは、許可事業者に対し、その内容に適合するために必要な措置を

とることを勧告することができる。 

４ 市長は、第２２条第４項において準用する同条第２項の規定による検査の結果、

変更許可の内容に適合しないと認めるときは、変更許可事業者に対し、その内容

に適合するために必要な措置をとることを勧告することができる。 

（命令） 

第３２条 市長は、許可事業者又は変更許可事業者が、正当な理由なく、前条第１

項の規定による勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、当該許可事業者又

は当該変更許可事業者に対し、設置工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の

期限を定めて、太陽光発電設備の除却、事業区域の原状回復その他違反を是正す

るため必要な措置をとることを命じることができる。 

２ 市長は、第９条第１項の規定に違反した設置事業者、第１１条第１項の規定に

違反した届出事業者、第１５条の規定に違反した設置事業者又は第１７条第１項

の規定に違反した許可事業者が、正当な理由なく、前条第２項の規定による勧告

に従わないときは、設置事業の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、太陽光発

電設備の除却、事業区域の原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとる

ことを命じることができる。 

３ 市長は、許可事業者が、正当な理由なく、前条第３項の規定による勧告に従わ

ないときは、当該許可事業者に対し、相当の期限を定めて、太陽光発電設備の除

却、事業区域の原状回復その他必要な措置をとることを命じることができる。 

４ 市長は、変更許可事業者が、正当な理由なく、前条第４項の規定による勧告に

従わないときは、当該変更許可事業者に対し、相当の期限を定めて、太陽光発電

設備の除却、事業区域の原状回復その他必要な措置をとることを命じることがで

きる。 

（公表） 

第３３条 市長は、第２８条の規定により設置許可若しくは変更許可を取り消した

とき又は前条の規定による命令をしたときは、次の事項を公表することができる。 

(１) 設置許可若しくは変更許可の取消し又は命令を受けた者の住所及び氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

(２) 設置許可若しくは変更許可の取消し又は命令の内容 

２ 市長は、設置事業者がこの条例に基づく届出、申請、報告等において、虚偽記
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載等の不正行為を行ったと認めるときは、次に掲げる事項を公表することができ

る。 

(１) 設置事業者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名

称及び代表者の氏名） 

(２) 設置事業者が行った不正行為の内容 

（国又は県への報告） 

第３４条 市長は、前条の公表後、公表内容及び公表の事実を国又は県へ報告する

ことができる。 

第６章 日光市太陽光発電設備設置審議会 

第３５条 太陽光発電設備の設置と地域環境の調和に関する重要事項を調査し、審

議するため、日光市太陽光発電設備設置審議会（以下「審議会」という。）を置

く。 

２ 審議会は、次の事項を所掌する。 

(１) 第７条第２項及び第１６条第３項の規定による諮問についての調査及び審

議 

(２) 前号に掲げるもののほか、太陽光発電設備の設置と地域環境の調和に関し

て市長が必要と認める事項 

３ 審議会は、委員７人以内をもって組織する。 

４ 審議会の委員は、太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する学識経験

を有し、公正な判断をすることができる者のうちから、市長が委嘱する。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規

則で定める。 

第７章 雑則 

（手数料） 

第３６条 設置許可又は変更許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請の

区分に応じ、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。 

(１) 許可申請 事業区域の面積に応じ、それぞれ次に定める金額 

ア 面積が０．１ヘクタール未満の場合 １件につき１万３，０００円 

イ 面積が０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満の場合 １件につき３

万円 

ウ 面積が０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満の場合 １件につき６
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万５，０００円 

エ 面積が０．６ヘクタール以上１ヘクタール未満の場合 １件につき１２万

円 

オ 面積が１ヘクタール以上３ヘクタール未満の場合 １件につき２０万円 

カ 面積が３ヘクタール以上６ヘクタール未満の場合 １件につき２７万円 

キ 面積が６ヘクタール以上１０ヘクタール未満の場合 １件につき３４万円 

ク 面積が１０ヘクタール以上の場合 １件につき４８万円 

(２) 変更許可に係る申請 次に掲げる額を合算した金額。ただし、その額が４

８万円を超えるときは、４８万円とする。 

ア 事業に関する設計の変更（イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前

の面積、縮小を伴う場合にあっては縮小後の面積）に応じ、前号に規定する

額に１０分の１を乗じて得た額 

イ 新たな事業区域の編入に係る変更については、新たに編入される事業区域

の面積に応じ、前号に規定する額 

（委任） 

第３７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第９条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に着手

する設置事業について適用する。この場合において、施行日から３０日を経過す

る日までの間、同条第１項中「当該設置事業に着手する日の３０日前までに」と

あるのは、「あらかじめ」とする。 

３ 第１５条の規定は、施行日以後に法第９条第１項に規定する再生可能エネルギ

ー発電事業計画の認定の申請を行う太陽光発電設備に係る設置事業について適用

する。 

（日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

４ 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１

８年日光市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 
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〔次のよう〕略 

附 則（令和４年２月１６日条例第１号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 


